
1

解
雇
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

　
一
　
労
働
条
件
の
文
書
に
よ
る
明
示

　
　
１
　
労
働
契
約
の
締
結
の
際
の
労
働
条
件
の
明
示
は
書
面
の
交
付
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
明
示
す
べ
き
事
項
を

　
　
　
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
使
用
者
は
、
１
の
書
面
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
、
当
該
変
更

　
　
　
に
係
る
事
項
を
労
働
者
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
二
　
労
働
基
準
監
督
署
の
設
置
等
の
措
置

　
　
　
政
府
は
、
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
監
督
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
労
働
基
準
監

　
　
督
署
の
設
置
及
び
労
働
基
準
監
督
官
の
配
置
等
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
三
　
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
　
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
十
条
関
係
）

　
　
事
業
主
は
、
育
児
休
業
中
又
は
介
護
休
業
中
の
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
天
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災
事
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も

　
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
　
そ
の
他
の
法
律
の
改
正
（
第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
関
係
）

　
　
解
雇
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
国
会
職
員
法
、
国
家
公
務
員
法
、
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
、
地
方
公
務
員
法
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
、
自
衛
隊
法
、
社
会
保
険
労
務
士
法
、
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等

　
に
関
す
る
法
律
及
び
厚
生
労
働
省
設
置
法
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四
　
附
則

　
一
　
施
行
期
日
（
附
則
第
一
条
関
係
）

　
　
　
こ
の
法
律
は
、
解
雇
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
二
　
経
過
措
置
等
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）

　
　
　
第
一
及
び
第
三
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


